
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  借地権の譲渡や転貸時に地主に支払う名義書換料 

Ｑ：借地権を譲渡する場合や転貸する場合

に地主に支払う名義書換料は、消費税ではど

のように取り扱われますか？ 

 

Ａ：次のように扱われます。 

【解説】 

民法の規定によりますと、賃借人は、賃貸

人の承諾がなければその権利の譲渡や賃借物

の転貸はできないこととされていますので、

たとえば、次のような場合の名義書換料は、

それぞれ次のように取り扱われることになり

ます。 

 ①借地上に建物を所有している者が第三者に

借地権付で建物を譲渡する場合に、地主に支

払う名義書換料(承諾料) 

  借地上に建物を所有している者が第三者に

借地権付で建物を譲渡する場合における、地

主が借地人から受け取る承諾の対価としての

名義書換料は、他の者に土地を利用させるこ

との対価と認められますので、非課税となり

ます。 

 ②借家人が、その借家を第三者に転貸しよう

とする場合に借家の所有者に支払う承諾料 

  借家人がその借家を第三者に転貸しようと

する場合における、借家の所有者が借家人か

ら受ける承諾料は、他の者に建物を利用させ

る対価となりますから課税となります(ただ

し、他の者への建物の貸付けが住宅の貸付け

である場合には非課税となります)。 
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